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第２章 新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点  

 

第１節 市行動計画における対策項目等  

１ 市行動計画の主な対策項目 

市行動計画は，新型インフルエンザ等対策の２つの主たる目的である「感染拡大を可能な

限り抑制し，市民の生命および健康を保護する」ことおよび「市民生活および社会経済活動

に及ぼす影響が最小となるようにする」ことを達成するための戦略を実現する具体的な対策

を定めるものである。 

政府行動計画と同様，以下の(１)から(13)の項目ごとに，準備期，初動期および対応期に

分けて，その考え方および具体的な取組を記載することとする。 

 

(１) 実施体制 

(２) 情報収集・分析 

(３) サーベイランス 

(４) 情報提供・共有，リスクコミュニケーション 

(５) 水際対策 

(６) まん延防止 

(７) ワクチン 

(８) 医療 

(９) 治療薬・治療法 

(10) 検査 

(11) 保健 

(12) 物資 

(13) 市民生活および社会経済の安定の確保 

 

２  対策項目ごとの基本理念と目標 

市行動計画の主な対策項目である１３項目は，新型インフルエンザ等対策の主たる目的の

実現にあたって，それぞれの項目が関連し合っていることから，一連の対策として実施され

る必要がある。そのため，以下に示す(１)から(13)までのそれぞれの対策項目の基本理念と

目標を把握し，対策の全体像や相互の連携を意識しながら対策を行うことが重要である。 

(１)  実施体制 

感染症危機は，市民の生命および健康や市民生活および社会経済活動に大きな被害を及

ぼすことから，市においても国家の危機管理の問題として取り組む必要がある。 

国，地方公共団体，ＪＩＨＳ，研究機関，医療機関等の多様な主体が相互に連携を図り，
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実効的な対策を講じていくことが重要である。 

そのため，新型インフルエンザ等の発生前から，関係機関間において緊密な連携を維持

しつつ，人材の確保・育成や実践的な訓練等を通じて対応能力を高めておく必要がある。

新型インフルエンザ等の発生時に，平時における準備を基に，迅速な情報収集・分析とリ

スク評価を行い，的確な政策判断とその実行につなげていくことで，感染拡大を可能な限

り抑制し，市民の生命および健康を保護し，市民生活および市民経済に及ぼす影響が最小

となるようにする。 

(２)  情報収集・分析 

感染拡大防止を目的としつつ，状況に応じて市民生活および社会経済活動との両立を見

据えた政策上の意思決定に資するよう，体系的かつ包括的に情報収集・分析を行うことが

重要である。 

このため，新型インフルエンザ等の発生前から，効率的な情報の収集・分析や提供の体

制を整備するとともに，定期的な情報収集・分析や有事に備えた情報の整理・把握手段の

確保を行う。新型インフルエンザ等の発生時には，感染症や医療の状況等の情報収集・分

析を行うとともに，市民生活および社会経済活動に関する情報等を収集し，国によるリス

ク評価とともにこれらを考慮することで，感染症対策と社会経済活動の両立を見据えた対

策の判断につなげられるようにする。 

(３) サーベイランス 

感染症危機管理上の判断に資するよう，新型インフルエンザ等の早期探知，発生動向の

把握およびリスク評価を迅速かつ適切に行うことが重要である。 

このため，新型インフルエンザ等の発生前からサーベイランス体制の構築やシステムの

整備を行うとともに，感染症の発生動向の把握等の平時のサーベイランスを実施する。新

型インフルエンザ等の発生時には，有事の*感染症サーベイランスおよびリスク評価を実施

し，感染症対策の強化または緩和の判断につなげられるようにする。 

(４) 情報提供・共有，リスクコミュニケーション 

感染症危機においては，様々な情報が錯綜しやすく，不安とともに，偏見・差別等が発

生したり，偽・誤情報が流布したりするおそれがある。こうした中で，表現の自由に十分

配慮しつつ，各種対策を効果的に行う必要があり，その時点で把握している科学的根拠等

に基づいた正確な情報を報道機関の協力を得ながら迅速に提供するとともに，可能な限り 

*双方向のコミュニケーションを行い，市民等，医療機関，事業者等とのリスク情報とその

見方の共有等を通じて，市民等が適切に判断・行動できるようにすることが重要である。 

このため，平時から，感染者やその家族，所属組織，医療従事者等に対する偏見・差別

等は許されず，法的責任を伴い得ることなどを周知する。 

また，本市は，道や関係団体とも連携し，可能な限り双方向のリスクコミュニケーショ

ンを行い，市民等が適切に判断・行動できるよう，リスク情報とその見方の共有等を行う。 

(５) 水際対策 

海外で新型インフルエンザ等が発生した場合，国は，病原体の国内侵入を完全に防ぐこ

とは困難であることを前提としつつ，新型インフルエンザ等の特徴や海外における感染拡

大の状況等を踏まえ，迅速に検疫措置の強化や入国制限等の水際対策を実施することによ

り，国内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入をできる限り遅らせ，国内の医療提供
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体制等の確保等の感染症危機への対策に対応する準備のための時間を確保する。また，帰

国を希望する在外邦人の円滑な帰国を実現する。 

本市および道は，国と連携し，居宅等待機者等に対して*健康監視を実施するなど，必要

な協力を行う。また，平時において国が実施する研修・訓練に参加することなどにより，

連携体制を構築する。 

(６) まん延防止 

新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し，健康被害を最小限にとどめると

ともに，市民生活および社会経済活動への影響を最小化することを目的とする。適切な医

療の提供等と併せて，必要に応じてまん延防止対策を講ずることで，感染拡大のスピード

やピークを抑制し，治療を要する患者数を医療提供体制が対応可能な範囲内に収めること

につなげることが重要である。特に有効な治療薬がない場合や，予防接種が実施されるま

での間は，公衆衛生上の観点から実施するまん延防止対策は重要な施策である。このため，

本市は，国から示される対策の切替えの判断の指標に基づき，必要と考えられる地域・期

間等において，迅速にまん延防止等重点措置の実施や緊急事態措置を行う。その実施にあ

たっては，地域ごとの感染状況に応じた措置をするなど，本市の広域性を十分に考慮した

対応を検討する。また，学校の一斉臨時休業の要請については，こどもやその保護者，社

会経済活動への影響を踏まえ，慎重に検討を行う。 

また，特措法第５条において，国民の自由と権利に制限を加える場合，その制限は新型

インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとするとされていることや，まん

延防止対策が社会経済活動に大きな影響を与える面があることを踏まえ，対策の効果と影

響を総合的に勘案し，新型インフルエンザ等の病原性や感染性等に関する情報や，ワクチ

ンおよび治療薬の開発や普及等の状況の変化に応じて，実施しているまん延防止対策の縮

小や中止等の見直しを機動的に行うことが重要である。 

(７)  ワクチン 

ワクチンの接種により，個人の感染や発症，重症化を防ぐことで，市民の健康を守ると

ともに，受診患者数を減少させ，入院患者数や重症者数を抑え，医療提供体制が対応可能

な範囲内に収めることは，新型インフルエンザ等による健康被害や社会経済活動への影響

を最小限にとどめることにつながる。 

このため，国において，新型インフルエンザ等の発生時に安全で有効なワクチンを迅速

に供給するために，「*ワクチン開発・生産体制強化戦略」に基づき，平時から，緊急時に

おけるワクチンの迅速な開発・供給を可能にするために必要な施策に取り組んでいくこと

が重要である。また，国，道および市町村は，医療機関や事業者，関係団体等とともに，

平時から接種の具体的な体制や実施方法について準備をしておく必要がある。 

(８)  医療 

新型インフルエンザ等が発生した場合は，全市的かつ急速にまん延し，市民の生命およ

び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから，医療の提供は，健康被害を最小限に

とどめ，市民が安心して生活を送るという目的を達成する上で，不可欠な要素である。ま

た，健康被害を最小限にとどめることは，社会経済活動への影響を最小限にとどめること

にもつながる。 

感染症危機において，感染症医療および通常医療の双方のひっ迫を防ぎ，医療の提供を

滞りなく継続するために，平時において道が医療機関と締結する医療措置協定により，有
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事において感染症医療を提供できる体制を整備し，研修・訓練等を通じてこれを強化する。 

有事には，通常医療との両立を念頭に置きつつ，市民の生命および健康を守るため感染

症医療の提供体制を確保し，病原性や感染性等に応じて変化する状況に機動的かつ柔軟に

対応する。 

(９)  治療薬・治療法 

新型インフルエンザ等が発生した場合は，全国的かつ急速にまん延し，国民の生命およ

び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから，健康被害や社会経済活動への影響を

最小限にとどめる上で，医療の提供が不可欠な要素であり，治療薬・治療法が重要な役割

を担っている。 

このため，国は，新型インフルエンザ等の発生時に治療薬の安定的な供給を確保し，迅

速に必要な患者に投与できるよう，平時から研究開発，*薬事承認，製造，供給等の一連の

取組を行うこととし，道は必要な協力を行う。 

(10)  検査 

新型インフルエンザ等の発生時には，患者の早期発見によるまん延防止，患者を診断し

早期に治療につなげることおよび流行の実態を把握するため，必要な検査が円滑に実施さ

れる必要がある。また，検査の適切な実施は，まん延防止対策の適切な検討および実施や，

柔軟かつ機動的な対策の切替えのためにも重要である。さらに，検査が必要な者が必要な

ときに迅速に検査を受けることができることは，新型インフルエンザ等による個人および

社会への影響を最小限にとどめることや，感染拡大防止と社会経済活動の両立にも寄与し

うる。 

このため，本市は，平時における協定締結により，有事に必要となる検査体制を整備し，

また，平時から検査機器の維持および検査物資の確保や人材の確保を含めた準備を着実に

進めるとともに，新型インフルエンザ等の発生当初から検査拡充等の体制を迅速に整備す

る。また，状況の変化に合わせて，病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等）や検

査の特性等を踏まえ，リスク評価に基づき検査実施の方針を適時かつ柔軟に変更し，検査

体制を見直していく。 

(11)  保健 

新型インフルエンザ等の発生状況は地域によって異なり，地域の感染状況や医療提供体

制の状況等に応じた対策を実施し，市民の生命および健康を保護する必要がある。その際，

市民への情報提供・共有，リスクコミュニケーションを適切に行い，地域の理解や協力を

得ることが重要である。 

また，道は，市町村の区域を越えたまん延の防止に向け，平時から連携協議会等の活用

等を通じて主体的に対策を講ずる必要がある。その際，新型インフルエンザ等の発生時に

おいて総合調整権限・指示権限を行使することも想定する。 

本市が効果的な新型インフルエンザ等対策を実施するため，保健所および衛生試験所は，

検査の実施およびその結果分析ならびに積極的*疫学調査による接触者の探索や感染源の推

定を通じ，患者の発生動向の把握から国および道に対する情報提供・共有まで重要な役割

を担う。 

保健所および衛生試験所は，新型インフルエンザ等の感染が拡大し，多数の新型インフ

ルエンザ等の患者が発生した場合には，*積極的疫学調査，*健康観察，検査結果の分析等
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(３) ＤＸの推進 (２) 国および道との連携 （１） 人材育成 

横断的な視点 

の業務負荷の急増が想定される。このため，本市は，平時から情報収集体制や人員体制の

構築，新型インフルエンザ等の発生時に優先的に取り組むべき業務の整理，*ＩＣＴの活用

等を通じた業務効率化・省力化を行う必要があり，これらの取組に資するよう国が必要な

支援を行うことにより，全国一体となって地域における新型インフルエンザ等対策を推進

する。 

(12) 物資 

新型インフルエンザ等が発生した場合は，全国的かつ急速にまん延するおそれがあり，

感染症対策物資等の急激な利用の増加が見込まれる。感染症対策物資等の不足により，検

疫，医療，検査等の円滑な実施が滞り，市民の生命および健康への影響が生じることを防

ぐことが重要である。このため，感染症対策物資等が医療機関をはじめとする関係機関で

十分に確保されるよう，平時から備蓄等の推進や円滑な供給に向けた対策等を講ずること

が重要である。 

平時から感染症対策物資等の備蓄等を推進するとともに，感染症対策物資等の需給状況

の把握や新型インフルエンザ等の発生時における生産要請等のために必要な体制を整備す

る。 

また，国は，新型インフルエンザ等の発生時に，感染症対策物資等の需給状況の把握を

行い，不足が懸念される場合等には，必要に応じて感染症対策物資等の供給量の増加を図

るための生産要請等を行い，医療機関等で必要な感染症対策物資等が確保されるよう取り

組む。 

(13) 市民生活および社会経済の安定の確保 

新型インフルエンザ等の発生時には，市民の生命および健康に被害が及ぶとともに，市

民生活および社会経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。 

このため，国および道と連携しながら，新型インフルエンザ等の発生時に備え，事業者

や市民等に必要な準備を行うことを勧奨する。また，指定（地方）公共機関は，業務計画

の策定等の必要な準備を行う。 

事業者や市民生活・社会経済活動への影響に対しては，国が講ずる支援策を踏まえ，地

域の実情などにも留意しながら適切な支援を検討する。 

 

３ 複数の対策項目に共通する横断的な視点 

新型インフルエンザ等対策の実効性を向上させるため，以下の(１)から(３)までの視点は，

複数の対策項目に共通して考慮すべき事項である。それぞれ考慮すべき内容は以下のとおり

である。 

(１) 人材育成 

(２) 国および道との連携 

(３) ＤＸの推進 
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(１)  人材育成 

国内において感染者が減少している感染症に関する知見を十分有する者が少なくなって

いる一方で，新たな感染症対策に対応できる知見を有する医療現場で患者の治療にあたる

感染症の医療専門職の他にも，介護施設等でクラスターが発生した場合に適切な感染拡大

防止対策を行うための感染管理の専門家（感染症制御医療従事者（ＩＣＤ），感染管理認

定看護師（ＩＣＮ）等），感染症の疫学情報を分析する専門家（*実地疫学専門家養成コー

ス（ＦＥＴＰ－Ｊ）修了者等）など，多様な人材が必要となっていることを踏まえ，道・

保健所設置市は，医療機関や福祉施設，教育機関など保健医療福祉関係者の協力を得なが

ら，感染症対策を担う専門人材の養成を進めることが重要である。 

*都道府県等は，ＪＩＨＳや国立保健医療科学院等で実施される感染症対策・感染症検査

等に関する研修会や実地疫学専門家養成コース（ＦＥＴＰ－Ｊ）等に保健所や衛生研究所

職員等を継続的に派遣することを基本とし，こうしたコースの修了者等も活用しつつ，感

染症対策をはじめ公衆衛生や疫学の専門家等の養成を地域で進め，キャリア形成を支援す

るほか，都道府県等における感染症対策の中核となる保健所等の人材の確保および育成や

キャリア形成の支援を行うことが重要である。 

また，保健所等の職員に対するリスクコミュニケーションの取組を含めた感染症対応業

務に関する研修および訓練の実施，衛生研究所等の感染症対策への平時からの関与を強め

ることや，新型インフルエンザ等の発生時における全庁での対応体制の構築のための訓練

等の実施が求められる。 

さらに，災害発生時や感染症まん延時に派遣される災害・感染症医療業務従事者（*ＤＭ

ＡＴ，*ＤＰＡＴ 先遣隊および災害支援ナース）について，医療法における位置付けが設

けられたことも踏まえて，新型インフルエンザ等の発生時における医療提供体制の強化の

一環として，人員の確保等に継続的に取り組む必要がある。 

加えて，新型インフルエンザ等の発生時等に地域の保健師等の専門職が保健所等の業務

を支援する仕組みである「ＩＨＥＡＴ」について地域保健法（昭和２２年法律第１０１ 

号）における位置付けが設けられたことを踏まえて，支援を行うＩＨＥＡＴ要員の確保や

育成等にも継続的に取り組む必要がある。 

このほか，多くの職員が感染症危機管理に携わる可能性があることも踏まえて，新型コ

ロナ対応の経験を有する者の知見を，他の職員にも共有する機会を設け，できる限り幅広

い体制で新型インフルエンザ等に対応できるように備えることも重要である。災害対応等

における全庁体制等の近接領域でのノウハウや知見の活用も行いながら，必要な研修およ

び訓練や人材育成を進めることにも取り組む。 

また，地域の医療機関等においても，地方公共団体や関係団体等による訓練や研修等に

より，新型インフルエンザ等への対応能力を向上させ，幅広い対応体制を構築するための

人材育成を平時から進めることが期待される。 

(２)  国および道との連携 

国と地方公共団体との適切な役割分担の下，国が基本的な方針を定め，それを基に，道

は感染症法や特措法等に基づく措置の実施主体として中心的な役割を担い，感染拡大防止

や医療提供体制の確保をはじめとした多岐にわたる対策の実施を地域の実情に応じて行う。

また，市町村は住民に最も近い行政単位として予防接種や住民の生活支援等の役割が期待

されている。 

新型インフルエンザ等への備えをより万全なものとするためには，国および道との連携

体制を平時から整えておくことが不可欠である。さらに，新型インフルエンザ等の発生時
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は道と近隣市町村との連携，保健所間の連携も重要であり，こうした広域的な連携につい

ても平時から積極的に取り組み，準備を行うことが重要である。 

特に，規模の小さい市町村では単独で対応が難しい人材育成等の平時の備えについては，

平時からの地方公共団体間の広域的な連携による取組や道および国による支援等を行うこ

とが求められる。 

新型インフルエンザ等の発生の初期段階からの迅速な対応を可能にするためには，新型

インフルエンザ等に関するデータや情報の円滑な収集や共有・分析等が感染症危機の際に

可能となることが求められる。このため，平時から国および道と本市の連携体制やネット

ワークの構築に努める。 

(３) ＤＸの推進 

近年，取組が進みつつあるＤＸは，迅速な新型インフルエンザ等の発生状況等の把握や

関係者間でのリアルタイムな情報共有を可能とし，業務負担の軽減や関係者の連携強化が

期待できるほか，研究開発への利用等のデータの利活用の促進により新型インフルエンザ

等への対応能力の向上に大きな可能性を持っている。 

新型コロナ対応を踏まえ，新型インフルエンザ等の感染症危機管理の対応能力を向上さ

せていくことを目指し，医療ＤＸを含め，感染症危機対応に備えたＤＸを推進していくこ

とが不可欠である。 

国は，ＤＸ推進の取組として，接種対象者の特定や接種記録の管理等の予防接種事務の

デジタル化および標準化による全国ネットワークの構築，電子カルテ情報の標準化等を進

めていくとともに，国と地方公共団体，各地方公共団体間，行政機関と医療機関等と     

の間の情報収集・共有，分析の基盤を整備していくことが重要としている。また，国およ

び  ＪＩＨＳは，ワクチンや治療薬等の研究開発の基盤構築のための臨床情報の収集にあ

たっては，個人情報やプライバシーの保護に留意しつつも，電子カルテから情報を抽出す

る体制を構築するなど，治療薬の研究開発や治療法の確立に資する整備を行っていく。こ

のほか，医療機関における発生届に係る入力業務の負担軽減等を図るため，電子カルテと

発生届の連携に向けて検討を進める。 

さらに，国はＤＸ推進に必要となる人材の育成やデータ管理の在り方の検討を進めると

ともに，収集された情報の利活用の促進に向けた課題の整理や検討を進める。 

こうした取組を進めていくにあたり，国は，視覚や聴覚等が不自由な方などにも配慮し

た，国民一人一人への適時適切な情報提供・共有を行うことが重要としている。 


